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●
全
国
統
一
強
化
月
間

　
令
和
元
年
９
月
の
１
か
月
間

●
地
方
独
自
強
化
月
間

　
令
和
元
年
10
月
の
１
か
月
間

「
点
検
二
人
旅
」
～
マ
イ
カ
ー
の
点
検
・
整

備
で
、
あ
な
た
の
未
来
を
守
り
ま
し
ょ
う
～

▽
問
い
合
わ
せ
先

　
北
海
道
運
輸
局
函
館
運
輸
支
局

　

http://w
w

w.tenken-seibi.com

　

今
年
で
第
69
回
目
を
迎
え
た
法
務
省

主
唱
の
「
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
」
に

関
連
し
て
、第
46
回
道
南
地
方
中
学
生「
社

名
標
語
入
り
ポ
ス
タ
ー
」
入
賞
作
品
展
が

今
年
は
知
内
町
で
開
催
さ
れ
ま
す
。

　
知
内
中
学
校
の
生
徒
の
作
品
も
展
示

さ
れ
ま
す
の
で
、ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
日
時

　
９
月
14
日
（
土
）
～
20
日
（
金
）

　
午
前
９
時
か
ら
午
後
９
時
ま
で

　
※
14
日
（
土
）
午
後
５
時
ま
で
、
15
日

　
　
（
日
）
16
日
祭
日
（
月
）
休
館
日

●
場
所

　
知
内
町
中
央
公
民
館
１
階
ロ
ビ
ー

▽
問
い
合
わ
せ
先

　
松
前
地
区
保
護
司
会　
事
務
局

　
☎
０
１
３
９
‐
43
‐
２
０
１
０

～
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
変
え
て
み

ま
せ
ん
か
？
～

　
加
入
者
の
皆
様
の
お
薬
代
の
負
担
軽

減
や
健
康
保
険
財
政
の
改
善
に
つ
な
が

り
、
今
後
の
医
療
費
や
保
険
料
率
の
伸

び
が
抑
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
協
会
け

ん
ぽ
で
は
「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
」

の
普
及
を
推
進
し
て
い
ま
す
。
か
か
り

つ
け
の
医
師
・
薬
剤
師
へ
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

ク
医
薬
品
の
処
方
に
つ
い
て
ご
相
談
し

て
み
ま
せ
ん
か
？

～
禁
煙
・
分
煙
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
～

　
北
海
道
は
全
国
的
に
見
て
、
喫
煙
率

が
高
い
地
域
で
す
。
協
会
け
ん
ぽ
北
海

道
支
部
で
は
、
喫
煙
対
策
を
通
じ
て
加

入
者
の
皆
様
の
健
康
を
守
る
、
様
々
な

取
り
組
み
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
ぜ
ひ

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽
問
い
合
わ
せ
先

　
全
国
健
康
保
険
協
会（
協
会
け
ん
ぽ
）

　
北
海
道
支
部

　
☎
０
１
１
‐
７
２
６
‐
０
３
５
２

　
林
退
共
は
昭
和
57
年
に
発
足
し
た
林

業
界
で
働
く
方
の
た
め
の
退
職
金
制
度

で
す
。

　
以
前
、
林
業
の
仕
事
に
従
事
さ
れ
た
こ

と
が
あ
り
、
そ
の
当
時
、
林
退
共
制
度
に

加
入
し
て
い
た
方
で
、
退
職
金
請
求
手
続

き
を
し
た
お
心
当
た
り
な
い
方
は
、
退
職

金
を
ま
だ
受
け
取
っ
て
い
な
い
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。
最
寄
り
の
支
部
ま
た
は
本
部

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▽
問
い
合
わ
せ
先

　
独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金
共
済

　
機
構　
林
業
退
職
金
共
済
事
業
本
部

　
☎
03
‐
６
７
３
１
‐
２
８
８
９

　

http://w
w

w.rintaikyo.

　

taisyokukin.go.jp/

　
建
退
共
制
度
は
、
中
小
企
業
退
職
金

共
済
法
に
基
づ
き
建
設
現
場
労
働
者
の

福
祉
の
増
進
と
建
設
業
を
営
む
中
小
企

業
の
振
興
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た

退
職
金
制
度
で
す
。

　
こ
の
制
度
は
、
事
業
主
の
方
々
が
、

労
働
者
の
働
い
た
日
数
に
応
じ
て
掛
金

と
な
る
共
済
証
紙
を
共
済
手
帳
に
貼
り
、

そ
の
労
働
者
が
建
設
業
界
で
働
く
こ
と

を
や
め
た
と
き
に
建
退
共
か
ら
た
退
職

金
を
支
払
う
と
い
う
、
い
わ
ば
業
界
全

体
で
の
退
職
金
制
度
で
す
。

●
加
入
で
き
る
事
業
主

　
建
設
業
を
営
む
方

●
対
象
と
な
る
労
働
者

　
建
設
業
の
現
場
で
働
く
人

●
掛
金　
日
額
３
１
０
円

【
特
徴
】

・
国
の
制
度
な
の
で
安
全
、
確
実
、
申

　
し
込
み
手
続
は
簡
単
で
す
。

・
経
営
事
項
審
査
で
加
点
評
価
の
対
象

　
と
な
り
ま
す
。

・
掛
金
の
一
部
を
国
が
助
成
し
ま
す
。

・
掛
金
は
事
業
主
負
担
と
な
り
ま
す
が
、

　
法
人
は
損
金
、
個
人
で
は
必
要
経
費

　
と
し
て
扱
わ
れ
、
税
法
上
全
額
非
課

　
税
と
な
り
ま
す
。

・
事
業
主
が
変
わ
っ
て
も
退
職
金
は
企

　
業
間
を
通
算
し
て
計
算
さ
れ
ま
す
。

【
建
退
共
制
度
の
特
例
措
置
の
お
知
ら
せ
】

　
建
退
共
で
は
、
地
震
等
に
よ
り
災
害

救
助
法
が
適
用
さ
れ
た
皆
様
に
対
し
、

各
種
手
続
の
特
例
措
置
を
実
施
し
て
お

り
ま
す
。

【
建
退
共
か
ら
事
業
主
へ
の
お
願
い
】

・
共
済
証
紙
は
、
労
働
者
の
就
労
日
数
に

　
応
じ
て
適
正
に
貼
付
し
て
く
だ
さ
い
。

・「
建
設
業
退
職
金
手
帳
」
を
所
持
し
て

　
い
る
労
働
者
が
、
建
設
業
界
を
引
退

　
す
る
と
き
は
、
忘
れ
ず
に
退
職
金
を

　
請
求
す
る
よ
う
指
導
し
て
く
だ
さ
い
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
建
退
共
」
に
、
制
度
説

明
用
動
画
、
Ｑ
＆
Ａ
な
ど
建
退
共
制
度
の

知
り
た
い
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

ぜ
ひ
、
ア
ク
セ
ス
し
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽
問
い
合
わ
せ
先

　
独
立
行
政
法
人　
勤
労
者
退
職
金
共

　
済
機
構　
建
設
業
退
職
金
共
済
事
業

　
本
部　
事
業
推
進
課

　
☎
03
‐
６
７
３
１
‐
２
８
６
７

ひろば情報

お
知
ら
せ

自
動
車
点
検
整
備
推
進
運
動

実
施
中

知
っ
て
い
ま
す
か
？

　
　
　
　
　
　

建
退
共
制
度

林
業
退
職
金
共
済
制
度
（
林
退

共
）
の
退
職
金
請
求
に
つ
い
て

協
会
け
ん
ぽ
か
ら
の
お
知
ら
せ

「
社
名
標
語
入
り
ポ
ス
タ
ー
」

入
選
作
品
展
を
開
催
！



広報しりうち 令和元年９月号17

工事・委託業務名 契約業者名 契約金額
（予定価格） 完成期限

知内町魅力発信広告等委託業務 ㈱ 北 海 道 新 聞 社 函 館 支 社 4,999,500
(5,000,000) R2.2.28

建設工事・委託業務等入札結果 工事期間中、現場付近の皆さんにはご不便を
おかけしますが、ご協力をお願いします。

（入札日　令和元年 7 月 10 日）

役場管理係（内線 58）問

◇申込方法　役場管財係に連絡の上、関係書類（申込書など）を提出してください。
◇申込資格　①住宅に困窮していることが明らかであること。②世帯の所得により算出した月
額収入が 15 万 8 千円以下であること。③税金などに滞納がないこと。④本人または同居人が
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員でないこと。
◇その他　　 月額家賃は入居者全員の収入により決定します。

公営住宅入居希望者の募集について

役場管財係（内線 57）問

●１次申込み　９月２日（月）～６日（金） 　●２次申込み　９月９日（月）～20 日（金）
※１次申込みで 1 つの住宅に対して複数の申込みがあった場合は、入居者選考委員会で住宅の困窮度等の判定審査により
選考しますが、甲乙がつけ難い場合は抽選により決定いたします。
※２次申込みは、１次申込み終了後に申込みのなかった住宅に対して行い、入居選考は申込順で行います。

レンタカーには運転者は付いていません。
〇レンタカーと運転手が一体的に提供されるサービス（レンタカー事業者が借受人に対して紹介やあっせんをす
　ることも含む）は、いわゆる「白バス」「白タク」と呼ばれる法律に違反する行為です。利用しないでください。
〇レンタカー会社からは、車を借りること以外（例えば借りた車両をレンタカー会社の社員等（レンタカー会社
　が紹介・あっせんする者を含む）が運転するなど）のサービスは受けられません。
〇レンタカーを借りた場合には、車を借り受けた利用者自身が運転しなければなりません。（※ 1）

　（※ 1）車を借り受けた利用者自身が、自らの意思で他の人に運転を依頼することはできますが、この場合、実際に運転する人の氏名等をあ 
 らかじめレンタカー会社へ申告しておく必要があります。

違法な「白バス」「白タク」を利用して事故に遭った場合、保険の適用がないことがあります。
〇違法な「白バス」「白タク」を利用して、万が一、事故に遭って負傷した場合、適切な損害賠償がなされず、
　治療費などの金銭的損害額を利用者自身が全額負担しなければならない可能性もあります。
運転者付きマイクロバスの手配は、国土交通大臣の許可を受けた貸切バス事業者を利用しましょう。
〇道路運送法の許可を受けた貸切バス事業者の車両には「緑ナンバー」（※緑地白字又は白地緑字緑外枠）が付いています。
〇道路運送法の許可を受けた貸切バス事業者には「領収証」や「運送引受書」（運航の経路、貸切バス事業者の住所・
　連絡先等、運賃及び料金の額などを記載した書類）などの関係書類を利用者へ交付することが義務付けられて
　おり、口約束のみで運行を行うことはありません。

問
北海道運輸局函館運輸支局（輸送・監査担当）
TEL　０１３８ ‐ ４９ ‐ ８８６３

自家用マイクロバスの適切な利用について

公募
№ 団地名 住 所 住宅 

番号
建設 
年度 タイプ 面積

（㎡）
月額収入による家賃（円）

0
～ 104,000

104,001
～ 123,000

123,001
～ 139,000

139,001
～ 158,000

1 湯の里団地 湯ノ里 111-5 A102 H9 2LDK 64.90 19,300 22,300 25,500 28,700
2 湯の里団地 湯ノ里 111-5 B203 H10 3LDK 76.22 22,800 26,300 30,000 33,900
3 湯の里団地 湯ノ里 111-5 C202 H11 3LDK 76.22 22,900 26,400 30,200 34,000
4 あけぼの団地 重内 66-1 B201 H7 3LDK 74.99 24,600 28,400 32,500 36,600
5 ハマナス団地 元町 42-88 A202 H14 3LDK 73.57 25,200 29,000 33,200 37,500
6 ハマナス団地 元町 42-88 B105 H14 2LDK 60.54 20,800 24,000 27,400 31,000
7 ハマナス団地 元町 42-88 B305 H14 3LDK 73.57 25,200 29,000 33,200 37,500


